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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和2年1月30日(2020.1.30)

【公表番号】特表2019-507083(P2019-507083A)
【公表日】平成31年3月14日(2019.3.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-010
【出願番号】特願2018-532592(P2018-532592)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  21/06     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/591    (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/80     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  41/87     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  21/068    (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  33/06     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   21/06     　　　Ｚ
   Ｃ０４Ｂ   35/591    　　　　
   Ｃ０４Ｂ   35/80     ６００　
   Ｃ０４Ｂ   41/87     　　　Ｐ
   Ｃ０１Ｂ   21/068    　　　Ｚ
   Ｃ０１Ｂ   33/06     　　　　
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｌ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月13日(2019.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　「～の範囲内にある」の用語は、境界も含むものとして理解されるべきである。本発明
の実施態様の一部を以下の項目［１］－［２０］に記載する。
［１］
　以下の工程：
　少なくとも金属二ケイ化物の第一の粉末と反応性気相との間で第一の化学反応を行うこ
とによってセラミック材料を形成する工程であって、前記第一の化学反応の過程で、第二
の粉末から得られる液相が前記第一の粉末の粒の周囲に存在し、前記第一の粉末の溶融を
回避するのに充分に低い運転温度が、前記セラミック材料の形成の過程で掛けられ、以下
の２つの特徴：
　　前記第二の粉末が、ニッケルの粉末であり、前記液相が、前記第一の粉末の少なくと
も１つの元素と前記第二の粉末の前記ニッケルとの間の第二の化学反応の結果として得ら
れること；又は
　　前記第二の粉末が、アルミニウムとケイ素との合金の粉末であり、前記液相が、アル
ミニウムとケイ素との前記合金による溶融によって得られること、
のうちの１つが当てはまる、工程
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を含む、セラミック材料を製造する方法。
［２］
　前記第一の粉末が、ＴｉＳｉ２の粉末、ＣｒＳｉ２の粉末、ＺｒＳｉ２の粉末、又はＶ
Ｓｉ２の粉末であることを特徴とする、項目１に記載の方法。
［３］
　前記第一の粉末が、ＴｉＳｉ２の粉末であり、前記第二の粉末が、ニッケルの粉末であ
ることを特徴とする、項目２に記載の方法。
［４］
　前記第一の粉末が、ＺｒＳｉ２の粉末であり、前記第二の粉末が、アルミニウムとケイ
素との合金の粉末であることを特徴とする、項目２に記載の方法。
［５］
　前記第二の粉末が、実質的に１３重量％のケイ素を含むアルミニウムとケイ素との合金
ＡｌＳｉ１３の粉末であることを特徴とする、項目１、２、及び４のいずれかに記載の方
法。
［６］
　前記第一の化学反応を開始する前において、前記第一の粉末の材料の量が、前記第二の
粉末の材料の量よりも多いことを特徴とする、項目１から５のいずれかに記載の方法。
［７］
　前記第一の化学反応の開始前において、以下の条件：
　（前記第一の粉末の材料の量）を（前記第一の粉末の材料の量プラス前記第二の粉末の
材料の量）で除した比が、８２．５％よりも大きく、９２．５％よりも小さいこと；及び
　（前記第二の粉末の材料の量）を（前記第一の粉末の材料の量プラス前記第二の粉末の
材料の量）で除した比が、７．５％よりも大きく、１７．５％よりも小さいこと、
を満たすことを特徴とする、項目６に記載の方法。
［８］
　前記第一の化学反応が、窒化反応であり、前記反応性気相が、元素Ｎを含むことを特徴
とする、項目１から７のいずれかに記載の方法。
［９］
　前記第一の化学反応が、炭化反応であり、前記反応性気相が、元素Ｃを含むことを特徴
とする、項目１から８のいずれかに記載の方法。
［１０］
　前記反応性気相が、以下の気体：ＮＨ３、Ｎ２、Ｏ２、気体炭化水素、又はテトラメチ
ルシランのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、項目１から９のいずれかに記
載の方法。
［１１］
　前記運転温度が、１１５０℃以下であることを特徴とする、項目１から１０のいずれか
に記載の方法。
［１２］
　前記第一の化学反応が、３ｍｂａｒ（０．３ｋＰａ）から１０ｂａｒ（１０００ｋＰａ
）の範囲内にある圧力で行われることを特徴とする、項目１から１１のいずれかに記載の
方法。
［１３］
　項目１から１２のいずれかに記載の方法を行うことによってセラミックマトリックス複
合材料パーツを製造する方法であって、前記第一の化学反応を行うことによって繊維プリ
フォームの細孔中に前記セラミックマトリックスを形成する工程を含む、方法。
［１４］
　前記繊維プリフォームが、Ｓｉ－Ｃ－Ｏセラミック繊維を含むことを特徴とする、項目
１３に記載の方法。
［１５］
　項目１から１２のいずれかに記載の方法を行うことによってセラミック材料ブロックを
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製造する方法であって、前記第一の化学反応を行うことによって前記ブロックを形成する
工程を含む、方法。
［１６］
　項目１から１２のいずれかに記載の方法を行うことによってセラミック材料コーティン
グによって面がコーティングされたパーツを製造する方法であって、前記第一の化学反応
を行うことによって前記パーツの前記面に前記コーティングを形成する工程を含む、方法
。
［１７］
　項目１から１２のいずれかに記載の方法を少なくとも行うことによってターボ機械要素
を製造する工程、及び続いて、このようにして製造された前記要素を、前記ターボ機械を
得る目的で、１つ以上の他の要素と共に組み立てる工程を含む、ターボ機械を製造する方
法。
［１８］
　本質的にＴｉＮ、Ｓｉ３Ｎ４、及びＮｉ４Ｔｉ４Ｓｉ７を含み、１％以下である残留遊
離ケイ素の重量含有量を示す、セラミック材料。
［１９］
　繊維強化材；及び
　前記繊維強化材の細孔中に存在し、項目１８に記載のセラミック材料を含むマトリック
ス
を備えたセラミックマトリックス複合材料パーツ。
［２０］
　項目１８に記載のセラミック材料、及び／又は項目１９に記載のパーツを含むターボ機
械。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程：
　少なくとも金属二ケイ化物、ＭＳｉ２（式中、Ｍは遷移金属である）の第一の粉末と反
応性気相との間で第一の化学反応を行うことによってセラミック材料を形成する工程であ
って、前記第一の化学反応が窒化反応であり、前記反応性気相が元素Ｎを含み、又は前記
第一の化学反応が炭化反応であり、前記反応性気相が元素Ｃを含み、前記第一の化学反応
の過程で、第二の粉末から得られる液相が前記第一の粉末の粒の周囲に存在し、前記第一
の粉末の溶融を回避するのに充分に低い運転温度が、前記セラミック材料の形成の過程で
掛けられ、以下の２つの特徴：
　　前記第二の粉末が、ニッケルの粉末であり、前記液相が、前記第一の粉末の少なくと
も１つの元素と前記第二の粉末の前記ニッケルとの間の第二の化学反応の結果として得ら
れること；又は
　　前記第二の粉末が、実質的に１３重量％のケイ素を含む、アルミニウムとケイ素との
合金、ＡｌＳｉ１３の粉末であり、前記液相が、アルミニウムとケイ素との前記合金によ
る溶融によって得られること、
のうちの１つが当てはまる、工程
を含む、セラミック材料を製造する方法。
【請求項２】
　前記第一の粉末が、ＴｉＳｉ２の粉末、ＣｒＳｉ２の粉末、ＺｒＳｉ２の粉末、又はＶ
Ｓｉ２の粉末であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第一の粉末が、ＴｉＳｉ２の粉末であり、前記第二の粉末が、ニッケルの粉末であ
ることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第一の粉末が、ＺｒＳｉ２の粉末であり、前記第二の粉末が、アルミニウムとケイ
素との合金、ＡｌＳｉ１３の粉末であることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第一の化学反応を開始する前において、前記第一の粉末の材料の量が、前記第二の
粉末の材料の量よりも多いことを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記第一の化学反応の開始前において、以下の条件：
　（前記第一の粉末の材料の量）を（前記第一の粉末の材料の量プラス前記第二の粉末の
材料の量）で除した比が、８２．５％よりも大きく、９２．５％よりも小さいこと；及び
　（前記第二の粉末の材料の量）を（前記第一の粉末の材料の量プラス前記第二の粉末の
材料の量）で除した比が、７．５％よりも大きく、１７．５％よりも小さいこと、
を満たすことを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記反応性気相が、以下の気体：ＮＨ３、Ｎ２、気体炭化水素、又はテトラメチルシラ
ンのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項８】
　前記運転温度が、１１５０℃以下であり、及び／又は前記第一の化学反応が、３ｍｂａ
ｒ（０．３ｋＰａ）から１０ｂａｒ（１０００ｋＰａ）の範囲内にある圧力で行われるこ
とを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法を行うことによってセラミックマトリック
ス複合材料パーツを製造する方法であって、前記第一の化学反応を行うことによって繊維
プリフォームの細孔中に前記セラミックマトリックスを形成する工程を含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法を行うことによってセラミック材料ブロッ
クを製造する方法であって、前記第一の化学反応を行うことによって前記ブロックを形成
する工程を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法を行うことによってセラミック材料コーテ
ィングによって面がコーティングされたパーツを製造する方法であって、前記第一の化学
反応を行うことによって前記パーツの前記面に前記コーティングを形成する工程を含む、
方法。
【請求項１２】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法を少なくとも行うことによってターボ機械
要素を製造する工程、及び続いて、このようにして製造された前記要素を、前記ターボ機
械を得る目的で、１つ以上の他の要素と共に組み立てる工程を含む、ターボ機械を製造す
る方法。
【請求項１３】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法を行うことによって得られる、本質的にＴ
ｉＮ、Ｓｉ３Ｎ４、及びＮｉ４Ｔｉ４Ｓｉ７を含み、１％以下である残留遊離ケイ素の重
量含有量を示す、セラミック材料。
【請求項１４】
　繊維強化材；及び
　前記繊維強化材の細孔中に存在し、請求項１３に記載のセラミック材料を含むマトリッ
クス
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を備えたセラミックマトリックス複合材料パーツ。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のセラミック材料、及び／又は請求項１４に記載のパーツを含むター
ボ機械。
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